
参考資料１

農林水産省告示（重要な形質）の制定について

平成２５年１月３１日に開催された種苗分科会の答申を踏まえ、平成２

５年３月７日付け農林水産省告示第５２５号で平成２０年４月１日付け農

林水産省告示第５３４号（種苗法第２条第７項の規定に基づき重要な形質

を定める件）の一部を改正し、同年４月１日から施行。

（参考）

品種登録ホームページ：http://www.hinsyu.maff.go.jp/










